
特定健康診査の事務フロー  

⊂垂コ  
リストにある健診機関での受診が可能と通知（被保険者・事業者を経由することもありうる）  
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（1）加入者への通知・予約受付   



（2）特定健診の実施  

（3）特定健診の結果説明   



（4）特定健診の結果データの保険者への送付  

（5）特定健診の費用の支払   



リストにある健診機関での受診が可能と通知（被保険者・事業者を経由することもありうる）  
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集団契約  

（1）加入者への通知・予約受付  
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（2）特定健診の実施  
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（3）特定健診の結果説明  
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（4）特定健診の結果データの保険者への送付  
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（5）特定健診の費用の支払  
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特定保健指導の事務フロー  

リストにある保健指導機関での利用が可能と通知く被保険者・事業者を経由することもありうる）  
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個別契約  

（1）利用者への通知・予約受付   



（2）特定保健指導（初回面接）の実施  

（3）特定保健指導の開始データの保険者への送付  
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（4）特定保健指導の費用（開始時）の支払  
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（5）特定保健指導の実施・終了評価（約6ケ月後）  
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（6）特定保健指導の終了データ（評価結果）の保険者への送付  
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（7）特定保健指導の費用（終了時）の支払  
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リストにある保健指導機関での利用が可能と通知（被保険者・事業者を鎧’由することもありうる）  
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集団契約  

（1）利用者への通知t予約受付   



（2）特定保健指導の実施   



（3）特定保健指導の開始データの保険者への送付  
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（4）特定保健指導の費用（開始時）の支払  
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（5）特定保健指導の実施・終了評価（約6ケ月後）   



（6）特定保健指導の終了データ（評価結果）の保険者への送付  
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（7）特定保健指導の費用（終了時）の支払  
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○特定保健指導の途中脱落  ※個別契約・集団契約の事務フロー共通  

保険者  代行機関  保健指導機関  

再開もしくは途中脱落  
保健指導機関に連絡  

途中脱落登録  
当月分までの請求支払  

利用者から「再開の御案内」の送付から  
2週間以内に再開依頼の連絡がなければ、  
「終了（途中脱落）」とする。  

利用者から再開依頼の連絡があった場合、  
脱落候補者リストから削除する（保健指  
ヰを継続する）。  

保健指導データ  管理台帳  
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